
医療法人社団 岡崎会 ハイマート有玉 重要事項説明書 

（介護予防通所リハビリテーション） 

 

  当事業者が提供する介護予防通所リハビリテーションの内容に関し、あなたに説明すべ

き重要事項は次のとおりです。 

 

１  事業者の概要 

事業者の名称 医療法人社団 岡崎会 

主たる事務所の所在地 札幌市東区北三十二条東一丁目 6番地 10 

電話番号 011-776-6681 

法人の種別及び名称 医療法人社団 岡崎会 

代表者職 理事長 

代表者氏名 岡﨑 貴宏 

 

事業所の名称 介護老人保健施設ハイマート有玉 

事業所の所在地 静岡県浜松市中央区有玉南町１４３６ 

介護保険事業所番号 2257280129 

指定年月日 令和 6年 7月 1日 

交通の便 遠鉄自動車学校前駅より徒歩７分 

通常の事業の実施地域 浜松市中央区、浜名区 

 

２  事業者の職員の概要 

職    種 員    数 

管理者 （医師） ハイマート有玉または併設介護医療院有玉病院の常勤医師  1人 

理学療法士・作業療法士 ０．７人 

介護職員 ７人 

 

３  介護予防通所リハビリテーション施設の概要 

定員 60人 

機能訓練室 1 56.84㎡ 機能訓練室 2 31.70㎡ 

作業療法室 36.24㎡ 食堂デイルーム 170.02㎡ 

台所 9.65㎡ 大浴室 37.68㎡ 

個浴室 9.66㎡ 
トイレ・倉庫  

その他 
176.21㎡ 

その他 送迎車 6台 合計 528㎡ 



４  サービスの営業日時及び提供時間 

営業日 月～土曜日・祝祭日 

営業をしない日 日曜日・年末年始（１２月３０日～１月３日） 

営業時間 ９：００ ～１７：００ （施設送迎時間は含まない） 

提供時間 当施設では、基本的に６時間３０分とする。 

 

５  介護予防通所リハビリテーションの運営の方針 

〇利用者を人生の先輩として尊敬し、人生が最後まで豊かであるように、利用者の意思を

尊重します。 

〇常に医療・看護・介護の質の向上を図り、利用者から信頼され安心感を得られる施設を

目指します。 

〇利用者の権利、プライバシーを尊重しサービスについての十分な説明と同意を実践しま

す。 

〇他の医療・福祉機関とも連携し、地域に開かれた施設づくりをめざします。 

 

６  利用料金 

(1) 当事業者の介護予防通所リハビリテーションの提供（介護保険適用部分）に際しあな

たが負担する利用料金は、原則として基本料金の介護保険負担割合証の割合分です。

ただし、介護保険の給付の範囲を超えた部分のサービスについては全額自己負担とな

ります。 

基本料金 

要支援 １ ２，３０７円 ／月 

要支援 ２ ４，３００円  ／月 

○ 浜松市は地域区分が「７級地」であるため、単位数に 10.17円を乗じた金額が料金とな

っています。 

○ 上記料金は、1 日あたりの目安を表示したものです。1 ヶ月の合計で計算した場合、小

数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合があります。 

○ この他、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（厚生労働省告示第

１２７号）に規定される食事、送迎又は入浴を受けた場合は、一定の料金を負担してい

ただき 

   ます。 

(2) その他の費用 

通常の事業の実施地域以外の地域に居住する場合の送迎に要する費用、食材料費、教

養娯楽費、おむつ代等、その他日常生活において通常必要とされる費用又、当施設で定



められた提供時間を超えて利用された場合の延長料金はあなたの負担となります。 

(別紙「利用料一覧表」参照) 

 (3)  料金の支払方法 

１カ月間のご利用料金は、請求書を翌月１５日までに作成しますので２５日(日・祝日

の場合は前営業日)までにお支払い頂きます。お支払いの方法は、下記の２種類です。 

イ  自動引落しによりお支払い頂く方法 

      施設指定の金融機関より２０日（土・日・祝日の場合は前営業日）に自動引落によ

りお支払い頂きます。 

       万一、残高不足などで引落が出来なかった場合、ハイマート有玉１Ｆ受付窓口 

       にて２５日(日・祝日の場合は前営業日)までに現金でお支払い頂きます。 

ロ  直接窓口にて現金でお支払い頂く方法 

※受付時間 ・平 日 9：00~17：00・土曜日 9：00~12：00 

  (4) その他 

       あなたの被保険者証に支払方法の変更の記載（あなたが保険料を滞納しているため、 

     サービスの提供を償還払いとする旨の記載）があるときは、費用の全額をお支払いい 

     ただきます。この場合、当事業者でサービス提供証明書を発行しますので、この証明 

     書を後日、市町村の窓口に提出して差額（介護保険適用部分の 9割）の払い戻しを受 

     けてください。 

 

７  サービスの利用方法 

(1) サービスの申し込み 

    ○  あなたがお住まいの地域の地域包括支援センターにご相談ください。 

  (2) サービスの開始 

  ○ 地域包括支援センターにより介護予防ケアマネジメントに基づくサービスプラン

が作成され、サービスの提供を開始します。 

 (3) サービスの終了 

  ア  あなたのご都合でサービスを終了する場合 

      サービスの終了を希望する日の２週間前までに申し出てください。 

  イ  当事業者の都合でサービスを終了する場合 

      やむを得ない事情によりサービスの提供を終了させていただく場合が 

    あります。この場合は、サービス終了日の２週間前までに、お知らせします。 

  ウ  自動終了 

      次の場合は、サービスは自動的に終了となります。 

・あなたが介護保険施設に入所した場合。 

・あなたの要介護度が非該当（自立）と認定された場合 

 エ  その他 

・  あなたがサービスの利用料金を１ヶ月以上滞納し、その支払いを督促したにも

かかわらず３０日間以内に支払わないとき、あなたが当事業者に対してこの契約

を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書であなたに通知することに



より、直ちにこのサービスを終了させていただく場合があります。 

８  サービス利用に当たっての留意事項 

○ 体調の確認：利用日の朝、必ずご自宅で検温して下さい。熱が３７度以上ある場合は、

ご本人の体を考えご利用を中止させて頂きます。 

○ 利用時間の変更：やむを得ない事情で、早退・遅刻をされる場合は、事前に連絡願い            

ます。 

○ 利用時間の延長：前日の１７時までに連絡願います。（別途延長料金がかかります。） 

○ 設備、器具の利用：施設内の設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに 

反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただくことがあります。 

○ 送迎：送迎は原則として玄関までとし、ご家族の確認をお願いいたします。特別な事情

がある場合はご相談下さい。 

 

９  サービスの内容 

    当事業者があなたに提供するサービスは以下のとおりです。 

 

内    容：送迎：実施地域以内では送迎可 

          機能訓練：理学療法士または作業療法士による機能訓練をあなたの状況に合わ

せて行います。 

          入浴：入浴日 月～土 

          食事：昼食１２時前後   

           

  ○  サービスの提供は懇切丁寧に行い、サービスの提供方法等について、あなたに分 

      かりやすいように説明します。 

   ○  サービスの提供に用いる設備、器具等については安全、衛生に常に注意を払い、 

      特に、あなたの身体に接触する設備、器具については、サービスごとに消毒したも 

      のを使用します。 

 

10 緊急時の対応方法 

    介護予防通所リハビリテーションの提供中にあなたに容体の変化があった場合、また

洪水や地震等の警報が出された場合は、速やかにあなたの家族等に連絡します。 

 

11 非常災害対策 

  非常時の対応 
別途定める「医療法人社団 岡崎会 消防計画」にのっとり対応

を行います。 

  近隣との協力関係 
非常時の相互の応援を約束しています。 

 

  平常時の防災訓練等 
別途定める「医療法人社団 岡崎会 消防計画」にのっとり年２

回夜間及び昼間を想定した避難訓練を実施します。 

  防災設備 

火災報知器・誘導灯・消火器・煙感知器・熱感知器・非常放送装

置など 

 

 

 



12 業務継続計画 

  当施設では、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を

継続的に実施するための計画を策定し、計画にのっとり対応をおこないます。 

 

13  個人情報保護法への対応について 

  当施設は、利用者とその関係者に関する個人情報について適正に取り扱い、法令の定

める場合を除き、利用者の許可なくその情報を第三者に提供いたしません。介護保険サ

ービス等、利用のための市町村、居宅支援事業者、その他の介護事業者等への情報提供

については、事前に同意を得た上で行います。 

  確認・修正・開示等を求められた場合についても内容確認の上、遅延なく対応いたし

ます。 

  個人情報保護方針、問い合わせについては事務窓口、相談員までお願いいたします。 

 

14 身体の拘束等 

当施設では、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐 

  れがある等緊急やむを得ない場合は、医師が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制 

  限することがあります。この場合には、その状態および時間、心身の状況等、緊急やむ 

  を得なかった理由を記録し、家族に説明と同意を得ることとします。 

 

15 虐待防止について 

  当施設では、利用者の人権擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため、定期的な 

 委員会の開催及び研修を実施し従業者に周知徹底を図ります。サービス提供中に虐待を 

 受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに市町村へ通報します。 

 

16 衛生管理について 

  当施設において感染症が発生した場合、まん延しないよう対策を行います。 

 

17 事故発生時の対応 

   ただちに医師の診察を受け、必要があれば併設医療機関 岡﨑内科医院で診察、検査 

を行い速やかに対応します。また状態に応じ、かかりつけ医もしくは協力病院（浜松北

病院）等に紹介致します。 

 

17 要望または苦情の窓口 

    あなたは、当施設の提供する介護予防通所リハビリテーションに対しての要望または

苦情等について相談員に申し出ることができます。 

  相談窓口    担当    ハイマート有玉 支援相談員 

          電話番号  ０５３－４３４－７８７７  

          平日 9時～17時  土日祝祭日 9時～12時 

 



この他、市町村介護保険課や国民健康保険団体連合会窓口に相談することができます。 

 

 

 

付則 この重要事項説明書は 令和 6年 7月 1日から施行する 

相 談 窓 口 電 話 番 号 

ハイマート有玉 相談員 ０５３－４３４－７８７７ 

 

市町村 
浜松市中央区役所 長寿支援課 ０５３－４５７－２３７４ 

浜松市東行政センター ０５３－４２４－０１８４ 

浜名区役所 長寿保険課 ０５３－５８５－１１２２ 

浜松市北行政センター ０５３－５２３－２８６３ 

 静岡県国民健康保険団体連合会 ０５４－２５３－５５９０ 


